
●「（仮称）札幌企業市民活動研究会」の設立について

札幌市では、企業の社会貢献活動促進のため、「（仮称）札幌企業市民活動研究会」を設

立します。

これは、社会貢献活動をテーマに市内企業が一堂に会し、議論や情報共有を図りながら、

それぞれの企業らしい社会貢献活動のあり方を見つけてもらうために、札幌市がその研究

の場を設けるものです。

この研究会を通して、企業同士または企業と町内会・NPO等まちづくり活動団体との連携

などを含めた、企業による社会貢献活動の輪が広がっていくことを期待しています。

１ 名称

「（仮称）札幌企業市民活動研究会※」
※ 研究会の名称は、第１回の研究会で参加企業のご意見を聞きながら決定します。

２ 運 営

市民まちづくり局市民自治推進室市民自治推進課市民活動協働推進担当が事務局。

また、研究会を円滑に行うために、アドバイザー企業を設け、研究会への助言をして

もらいます。アドバイザー企業には、市内企業で社会貢献活動に積極的な、㈱アレフ、

イオン北海道㈱、生活協同組合コープさっぽろ、サッポロビール㈱、北海道コカ・コー

ラボトリング㈱、リコー北海道㈱（順不同・敬称略）に依頼します。

３ 参加企業

社会貢献活動に関心のある企業であれば参加自由。

４ 背景

近年、企業の社会的責任（CSR＝Corporate Social Responsibility）への意識は高ま

っており、その一環として、社会貢献活動に力を入れる傾向が強まっています。また、

札幌市では、ことし 4 月に「市民まちづくり活動促進条例」を施行し、市民、事業者、

札幌市が連携、協力して、まちづくりを進めていくためのルールを定めました。この

条例には、事業者の役割として、市民まちづくり活動の支援に努めることを規定して

いますが、これを企業の実際の活動に結び付けていくため、このたび、市内企業を中

心に65社を訪問し、取り組み状況についてヒアリングを行ったところです。その結果、

社員に負担の掛からない範囲で活動している企業は多数ありましたが、社会貢献活動

にどう取り組むかを悩んでいる、また、1 社では難しいが、複数社が集まれば取り組め

ると考えている企業も多く見られました。このため、企業の社会貢献活動を応援すべ

く研究会を設置することとしました。

５ 内容

今年度は、会議ごとに毎回テーマを決め、それに基づいた議論や情報交換を行うなど、

社会貢献活動への理解を深める内容とします。

来年度以降は、議論だけではなく、研究会としての事業も実施していきます。

なお、研究会は 2、3カ月に一度、おもに市役所で開催し、毎回、参加者を募集します。



６ 第１回の研究会

日時：平成 20 年 11 月 28 日（金）午後 2時～4時

会場：市本庁舎 12 階「1号会議室」

内容：研究会の趣旨説明、社会貢献活動に積極的に取り組んでいる市内企業の活動紹

介を予定。

参加方法：市民自治推進課や各区役所、まちづくりセンターで配布する申込書に必要

事項を記載の上、11 月 21 日（金）までに送付。Eメールでも申し込み可（件

名「企業市民活動研究会申込」、企業名、参加人数、連絡先を記入すること）。

〔申し込み先〕

札幌市市民まちづくり局市民自治推進室市民自治推進課市民活動協働推進担当

〒060-8611 札幌市中央区北 1条西 2丁目

ファクス：218-5156

E メール：shimin-support@city.sapporo.jp

※ 詳細は札幌市役所のホームページ「企業市民活動のページ」（http://www.city.

sapporo.jp/shimin/csr/）に掲載しています。

問い合わせ先

市民まちづくり局市民自治推進室市民自治推進課

市民活動協働推進担当 加納 石田

電話 211-2964


